
～消火器の安全な回収のために～ 

古くなった消火器の回収における新制度が2010年1月1日よりスタート！ 

「消火器リサイクルシール」を導入 

 

社団法人日本消火器工業会では、消火器の安全な回収とリサイクルを推進するため、２０１０年

１月１日より「消火器リサイクルシール」の貼付と消火器回収の新システム運用を開始致しました。 

これにより、どのメーカーが製造した消火器でも回収できるようになりました。 

この制度は、老朽化した消火器による破裂事故の頻発している状況を踏まえ、消火器の安全な回

収とリサイクルを推進するため新制度が導入されました。 

今までよりも回収窓口を拡大し、効率的な回収システムを導入するというのが目的であり、図で

表すと次のとおりとなります。 

《旧方式》 

製造者ごとに回収していたため、各社の窓口が別々 

 

《新方式》 

全ての窓口を統合したため１箇所でどんな消火器にも対応 

 

既に２０１０年製造の消火器には、社会への認知を上げるために日本消火器工業会及び各メーカ

ーが費用を負担した社会実験用リサイクルシールが貼付されております。 

また、２０１１年に製造される消火器には新たなリサイクルシール（新製品用）を貼付したものが

販売され、リサイクルシールが貼付された消火器を引き取る際には、別途、二次物流費や処理費用

を徴収することなく引き取ります。（シールに含まれない費用については別途必要です。） 

なお、これらのシールが貼付されていない消火器を廃棄する際には、リサイクルシール（既販品

用）を消火器販売店から購入し、貼付していただくこととなります。見本は次のとおりです。 
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 先にも記載しましたが、リサイクルシールに含まれる代金と含まれない代金があります。販売店

における運搬料と保管料については「リサイクルシール代金に含まれません」ので注意してくださ

い。また、リサイクルシールの価格、収集・運搬料については直接消火器販売店にお問合せくださ

い。なお、販売店のリストについては消火器リサイクル推進センターのホームページにて確認する

ことができます。 

  

 

リサイクルシールに含まれる収集運搬費用の考え方 

ユーザー         特定窓口/指定引取場所      リサイクル施設 
（消火器販売業者等）          （メーカー等） 

 
一次物流費           二次物流費 

リサイクルシール代金には含まれない リサイクルシール代金に含まれる 
（運搬料、保管料が別途必要となります） 

 

○お問合せ先 

【新制度・リサイクルシール運用に関するお問い合わせ】 

社団法人 日本消火器工業会 

ＴＥＬ：０３-３８６６-６２５８ ＦＡＸ：０３-３８６４-５２６５ 

ホームページ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｆｅｍａ．ｏｒ．ｊｐ 

 

株式会社 消火器リサイクル推進センター 

ＴＥＬ：０３-５８２９-６７７３ ＦＡＸ：０３-５８２９-６７７４ 

ホームページ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｆｅｒｐｃ．ｊｐ/ 


